
コンビニ交付　戸籍の証明書の取得について
～ 本籍地と住民票の市区町村が違う方へ事前の利用登録申請～

〇申請する前に確認しておくこと

・ 本籍地・住所地がコンビニ交付に対応している

・ マイナンバーカードを所持し電子証明書が有効

・ 利用者証明用電子証明書暗証番号を把握している

数字4ケタ

この3点がそろっていないとご利用できません

注意 ： 「顔認証マイナンバーカード」又は「電子証明書の発行を希望していない方」はコンビニ交付をご利用できません

操作手順 ①行政サービスを選択 ②利用登録申請を選択

③本籍地の選択 ④本籍地の入力(正確に) ⑤戸籍の筆頭者入力

⑥連絡先を入力 ⑦生年月日・期限・コードを入力 ⑧カード読込み・暗証番号の入力

⑨利用登録内容の確認 ⑩申請番号の表示

申請後、取得するまで

3日程度かかります。

余裕をもって、ご利用

ください。

〇コンビニ交付について

マイナンバーカードを用いて、市区町村が

発行する証明書を全国のコンビニ等のキオ

スク端末（マルチコピー機）からご自分の証

明書を取得できるサービス。

一度申請登録すると、

利用者証明用電子証明書

の更新等がない限り、

交付できます。



コンビニ交付　戸籍の証明書の取得について
～住所地と本籍地が同じ方・事前申請登録をした方～

〇対応している証明書 (１通の手数料）

・住民票の写し

・印鑑証明書

・所得・課税証明書

・戸籍全部事項証明書

・戸籍個人事項証明書

・戸籍の附票の写し

２００円

２００円

２００円

４５０円

４５０円

２００円

〇お急ぎの方へ「戸籍の広域交付の案内」

お近くの市区町村で、ご自分の

戸籍謄本が取得できます。

顏写真付きの本人確認書類を
（マイナンバーカード又は運転免許証等）

お持ちの上、来庁してください。

〇利用可能時間

年末年始、メンテナンス日を除く

６：３０～２３：００

〇注意

川内村では、「住民基本台帳カード」、

「スマホ電子証明書」は対応不可です。

問い合わせ先

川内村役場 住民課 住民係 Tel：0240-38-2113 平日 ８：３０～17：00 ※土日祝日を除く

操作手順 ①行政サービスを選択 ②証明書交付サービスを選択

③証明書の市区町村を選択 ④カード読込み・暗証番号入力 ⑤本籍地の選択

⑥証明書を選択 ⑦必要部数を入力 ⑧発行内容を確認

⑨料金の支払い ⑩証明書の発行

申請登録をした方はこちら


